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資
料
紹
介
「
鎌
倉
国
宝
館
開
館
式 

告
辞
・
祝
詞
・
祝
辞
」 

金
子 

智
哉
（
鎌
倉
国
宝
館
） 

 

【
は
じ
め
に
】 

 

鎌
倉
国
宝
館
（
以
下
、
国
宝
館
）
は
、
昭
和
三
年
四
月
三
日
（
神
武
天
皇
祭
で
休
日
で
あ
っ
た
）

に
鎌
倉
町
立
の
博
物
館
と
し
て
開
館
し
た
。
当
日
は
開
館
式
が
開
催
さ
れ
、
鎌
倉
市
中
央
図
書
館

に
は
、
開
館
式
当
日
に
読
み
上
げ
ら
れ
た
告
辞
、
祝
詞
及
び
祝
辞
の
原
稿
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

 

本
稿
で
は
、
こ
の
三
点
の
史
料
を
翻
刻
し
、
併
せ
て
若
干
の
解
説
を
試
み
た
い
１

。 
 

 

【
開
館
式
に
つ
い
て
】 

 

当
館
の
業
務
日
誌
で
あ
る
『
鎌
倉
国
宝
館
庶
務
日
誌
』
（
以
下
、
『
庶
務
日
誌
』
）
２

で
は
、

開
館
式
当
日
の
様
子
を
以
下
の
よ
う
に
伝
え
る
（
本
論
で
史
料
を
引
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
漢

字
等
を
概
ね
現
行
通
用
の
も
の
に
改
め
、
適
宜
句
読
点
を
付
す
）
。 

四
月
三
日 

火 

当
直
前
島 

一
．
午
前
九
時
ヨ
リ
神
奈
川
県
立
師
範
学
校
講
堂
３

ニ
於
テ
開
館
式
挙
ク
。
来
賓
者 

 

名
４

。 
 

一
．
午
後
一
時
ヨ
リ
一
般
観
覧
券
販
売
ス 

 
 
 
 

午
後
九
時
、
同
十
一
時
、
午
前
一
時
、
同
三
時
構
内
巡
視
異
状
ナ
シ
。 

鎌
倉
国
宝
館
に
は
、
『
庶
務
日
誌
』
の
ほ
か
に
、
開
館
式
の
式
次
第
や
出
席
者
名
簿
と
い
っ
た 

当
日
の
様
子
を
伝
え
る
資
料
は
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
新
聞
で
は
、
比
較
的
詳
細
な
報
告
が
さ
れ

て
お
り
貴
重
で
あ
る
。 

四
月
四
日
の
横
浜
貿
易
新
報
（
現
神
奈
川
新
聞
）
に
は
、
「
花
の
雨
に 

國
寶
舘
開
く 

鎌
倉 

八
幡
宮
境
内
に 

き
の
ふ
盛
大
な
擧
式
」
と
題
し
た
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、 

式
に
は
水
野
錬
太
郎
文
部
大
臣
の
代
理
と
し
て
下
村
寿
一
宗
教
局
長
、
柴
田
考
査
官
５

、
池
田
宏

神
奈
川
県
知
事
以
下
係
官
、
神
仏
関
係
者
な
ど
約
五
百
名
が
列
席
し
た
。
午
前
九
時
五
十
分
に
沼

田
弘
三
助
役
の
挨
拶
で
開
会
し
、
設
計
者
で
あ
る
岡
田
信
一
郎
６

に
よ
る
工
事
の
報
告
の
あ
と
で
、

荒
川
館
長
が
式
辞
と
し
て
開
館
ま
で
の
経
過
を
説
明
し
、
清
川
町
長
は
告
辞
で
「
一
小
鎌
倉
町
の

計
画
で
は
あ
る
が
、
事
業
は
全
国
的
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
（
後
述
）
。
水
野
文
部
大
臣
の
祝
詞

（
後
述
）
が
代
読
さ
れ
た
後
、
池
田
県
知
事
は
「
公
卿
文
化
と
武
家
文
化
と
の
融
合
す
る
所
は
、

我
が
国
民
性
の
発
露
で
あ
る
。
」
、
「
こ
の
精
神
の
盛
衰
を
現
す
べ
き
珍
宝
を
一
堂
に
収
蒐
し
て

概
覧
さ
せ
る
こ
と
は
、
ま
さ
に
当
を
得
た
も
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
た
。 

そ
の
後
、
伊
東
米
治
郎
鎌
倉
同
人
会
長
、
秋
岡
保
司
鶴
岡
八
幡
宮
司
（
後
述
）
、
出
品
寺
院
総

代
で
あ
る
川
上
道
濟
円
応
寺
住
職
等
の
祝
辞
を
も
っ
て
式
が
終
了
し
た
。
別
室
で
祝
賀
会
を
催
し

た
後
は
国
宝
館
を
開
放
し
、
三
百
名
以
上
の
来
賓
が
展
示
を
観
覧
し
た
と
い
う
。 

 

な
お
、
四
月
三
日
の
毎
日
新
聞
記
事
で
は
、
開
館
に
向
け
た
展
示
作
業
に
つ
い
て
は
、
文
部
省 

国
宝
審
議
会
（
国
宝
保
存
会
か
）
委
員
の
萩
野
仲
三
郎
と
奈
良
美
術
院
技
師
の
明
珍
恒
男
の
指
揮

の
も
と
に
進
め
ら
れ
、
開
館
式
前
日
二
日
の
夜
に
終
え
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
７

。 
 

 

『
庶
務
日
誌
』
の
記
述
と
、
横
浜
貿
易
新
報
及
び
毎
日
新
聞
の
記
事
（
四
月
三
日
・
四
日
）
を 

比
較
す
る
と
、
『
庶
務
日
誌
』
で
は
午
前
九
時
か
ら
開
館
式
挙
行
と
な
っ
て
い
る
が
、
両
紙
で
は 

午
前
九
時
五
十
分
か
ら
と
な
っ
て
お
り
、
時
間
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
本
来
は
午
前
九
時
か
ら
開 

始
の
と
こ
ろ
を
、
何
ら
か
の
理
由
で
遅
れ
が
生
じ
た
が
、
『
庶
務
日
誌
』
は
当
初
の
時
間
を
記
載 

し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
『
庶
務
日
誌
』
で
は
午
後
一
時
か
ら
一
般
観
覧
券
を
販 

売
開
始
と
あ
る
が
、
新
聞
で
は
翌
四
日
か
ら
一
般
の
観
覧
を
開
始
す
る
と
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、 

開
館
式
当
日
は
観
覧
券
の
販
売
の
み
に
留
ま
り
、
実
際
に
当
日
の
展
示
を
観
覧
で
き
た
の
は
開
館 

式
の
招
待
客
に
限
ら
れ
た
よ
う
で
、
こ
の
日
は
所
謂
内
覧
会
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
。 

 

【
告
辞
に
つ
い
て
】 

 

告
辞
は
、
鎌
倉
町
長
の
清
川
来
吉
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
清
川
来
吉
は
、
も
と
は
医
師
で
、
明

治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）
に
鎌
倉
町
に
鎌
倉
養
生
院
（
現
清
川
病
院
）
を
開
設
し
た
。
そ
の
後
、

鎌
倉
町
会
議
員
に
当
選
し
て
政
治
家
へ
転
身
し
、
大
正
六
年
（
一
九
一
七
）
に
町
長
に
当
選
し
た
。 

法
量
は
縦
十
七
・
七
㎝
、
全
長
二
四
三
・
八
㎝
、
紙
数
は
五
紙
で
一
紙
目
か
ら
四
紙
目
ま
で
は

五
十
八
・
九
㎝
、
五
紙
目
は
八
・
六
㎝
で
あ
る
。
二
紙
目
か
ら
五
紙
目
の
右
端
一
㎜
を
上
に
し
て

糊
付
け
し
て
い
る
。
折
幅
は
八
・
一
㎝
で
、
三
十
一
に
折
り
込
ま
れ
て
い
る
。 
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告
辞 

 
我
鎌
倉
ガ
歴
史
上
重
要
ノ
土
地
デ
ア
ル
事
ハ
、
今
更
多
弁
ヲ
要
シ
ナ
イ
所
デ
ア
リ
マ
ス
。
ケ

レ
ド
モ
、
従
来
京
都
奈
良
等
ガ
何
レ
モ
古
代
文
化
ノ
面
影
ヲ
最
モ
率
直
ニ
、
且
ツ
最
モ
通
俗

ニ
偲
ビ
得
ベ
キ
博
物
館
ノ
設
ア
ル
ニ
反
シ
、
鎌
倉
ガ
武
家
文
化
ノ
中
枢
デ
ア
ッ
タ
往
時
ヲ
回

顧
シ
得
ベ
キ
適
当
ナ
ル
施
設
ノ
ナ
カ
ッ
タ
コ
ト
ハ
誠
ニ
遺
憾
ノ
極
デ
、
亦
貴
重
ナ
ル
史
蹟
保

存
上
ノ
一
大
欠
陥
デ
ア
ッ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
。 

我
等
ハ
茲
ニ
鑑
ミ
、
夙
ニ
宝
物
館
建
設
ノ
必
要
ヲ
痛
感
シ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ガ
、
偶
々
彼
ノ
大

震
災
ニ
遭
ヒ
、
却
テ
其
ノ
機
運
ヲ
促
進
ス
ル
事
ト
ハ
ナ
リ
マ
シ
タ
。
即
チ
震
災
後
、
各
社
寺

ノ
状
態
ハ
疲
憊
ノ
極
ニ
陥
り
、
其
ノ
殿
堂
復
旧
ノ
途
ハ
容
易
ニ
確
立
セ
ズ
、
マ
シ
テ
所
蔵
什

宝
ノ
処
置
ハ
到
底
完
全
ヲ
期
シ
難
イ
有
様
デ
ア
リ
マ
シ
タ
。
幸
ニ
国
宝
ノ
類
ハ
国
費
ヲ
以
テ

修
理
ヲ
加
ヘ
ラ
レ
、
辛
ジ
テ
朽
廃
散
逸
ヲ
免
レ
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
之
ヲ
納
ム
ベ
キ
営
造

物
ノ
復
旧
セ
ラ
レ
タ
モ
ノ
ナ
ク
為
ニ
、
殆
ン
ド
雨
露
ニ
汚
サ
レ
盗
火
ノ
難
ニ
脅
カ
サ
ル
ル
ノ

状
況
デ
ア
リ
マ
シ
タ
。
之
レ
我
等
ノ
深
ク
憂
慮
シ
マ
シ
タ
所
デ
、
震
災
後
財
政
逼
迫
ノ
折
ニ

モ
拘
ラ
ズ
、
敢
然
ト
シ
テ
国
宝
館
建
設
ノ
一
大
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
ニ
至
ッ
タ
次
第
デ
ア
リ
マ

ス
。 

モ
ト
ヨ
リ
本
館
ハ
、
一
小
自
治
団
体
ノ
経
営
ニ
過
ギ
マ
セ
ン
ガ
、
其
ノ
事
業
ハ
将
ニ
国
家
的

デ
ア
ル
ト
信
ジ
マ
ス
。 

サ
レ
バ
国
家
並
ニ
本
県
ハ
、
本
町
ノ
申
請
ヲ
容
レ
テ
多
額
ノ
補
助
金
ヲ
支
出
セ
ラ
レ
、
朝
野

ノ
有
志
亦
、
多
大
ノ
同
情
ト
義
挙
ト
ヲ
以
テ
本
事
業
ノ
遂
行
ニ
寄
与
セ
ラ
レ
マ
シ
タ
。
殊
ニ

客
年
特
別
ノ
思
召
ニ
依
ル
御
下
賜
金
ヲ
拝
受
シ
マ
シ
タ
コ
ト
ハ
、
唯
に
本
館
ノ
名
誉
ノ
ミ
ナ

ラ
ズ
、
本
町
全
般
ノ
光
栄
ニ
存
ズ
ル
所
デ
ア
リ
マ
ス
。
尚
、
本
計
画
樹
立
ノ
当
初
ヨ
リ
、
鎌

倉
同
人
会
ハ
恰
モ
自
己
ノ
事
業
ナ
ル
ガ
如
ク
、
確
固
タ
ル
責
任
観
念
ト
熱
烈
ナ
ル
援
助
ト
ヲ

以
テ
日
夜
尽
力
セ
ラ
レ
マ
シ
タ
。
オ
蔭
ヲ
以
テ
、
今
日
斯
ク
ノ
如
ク
立
派
ナ
ル
国
宝
館
ガ
建

設
サ
レ
、
茲
ニ
盛
大
ナ
ル
開
館
式
ヲ
挙
グ
ル
ニ
至
リ
マ
シ
タ
コ
ト
ハ
、
真
ニ
欣
快
ノ
至
デ
ア

リ
マ
ス
。
況
ヤ
之
ニ
依
テ
国
宝
保
存
ノ
安
全
ヲ
得
、
豊
富
ナ
ル
史
的
遺
物
ヲ
展
観
シ
テ
武
家

文
化
ノ
粋
ヲ
発
揮
シ
、
訪
古
遊
覧
ノ
便
ヲ
与
へ
、
併
テ
士
道
教
化
ヲ
資
ス
ル
上
ニ
何
分
ノ
効

果
ヲ
収
ム
ル
コ
ト
ガ
出
来
マ
ス
ナ
ラ
バ
、
唯
に
本
館
ノ
目
的
達
成
ヲ
祝
福
ス
ル
ニ
停
マ
ラ
ズ
、

本
町
将
来
ノ
発
展
助
成
ノ
為
、
慶
賀
ニ
堪
ヘ
ナ
イ
次
第
デ
ア
リ
マ
ス
。 

聊
カ
蕪
辞
ヲ
列
ネ
告
辞
ト
致
シ
マ
ス
。 

 

昭
和
三
年
四
月
三
日 

鎌
倉
町
長 

清
川
来
吉 

 

先
述
の
横
浜
貿
易
新
報
の
記
事
で
は
、
荒
川
館
長
が
式
辞
で
開
館
ま
で
の
経
過
を
説
明
し
た
と

あ
っ
た
が
、
こ
の
清
川
館
長
の
告
辞
で
も
、
関
東
大
震
災
復
興
事
業
の
一
環
と
し
て
国
宝
館
建
設

の
計
画
が
立
て
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
建
設
を
実
現
す
る
ま
で
に
い
た
だ
い

た
、
国
や
神
奈
川
県
か
ら
の
補
助
金
、
皇
室
か
ら
の
下
賜
金
８

、
有
志
か
ら
の
多
く
の
寄
付
、
ま

た
、
建
設
に
あ
た
っ
て
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
た
鎌
倉
同
人
会
９

に
対
し
、
町
長
と
し
て
謝
辞
を

述
べ
て
い
る
。 

 

な
お
、
冒
頭
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
こ
の
時
、
す
で
に
京
都
、
奈
良
に
は
、
古
代
文

化
の
面
影
を
一
般
の
人
々
が
最
も
率
直
に
分
か
り
や
す
く
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
博
物
館
が
存
在

し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
京
都
市
所
管
の
恩
賜
京
都
博
物
館
（
現
京
都
国
立
博
物

館
。
大
正
十
三
年
（
一
九
二
四
）
に
皇
太
子
（
後
の
昭
和
天
皇
）
の
成
婚
を
記
念
し
て
、
京
都
帝

室
博
物
館
は
京
都
市
に
下
賜
さ
れ
た
）
と
宮
内
省
所
管
の
奈
良
帝
室
博
物
館
（
現
奈
良
国
立
博
物

館
）
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
清
川
町
長
は
、
鎌
倉
に
は
武
家
文
化
の
中
枢
で
あ
っ
た
中
世

の
時
代
を
振
り
返
る
の
に
相
応
し
い
施
設
が
な
か
っ
た
こ
と
は
極
め
て
遺
憾
で
あ
り
、
そ
の
必
要

性
を
痛
感
し
て
い
た
が
、
関
東
大
震
災
を
契
機
に
建
設
の
機
運
が
促
進
さ
れ
た
と
し
て
い
る
。 

被
災
し
た
社
寺
所
蔵
の
国
宝
は
、
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
に
制
定
さ
れ
た
古
社
寺
保
存
法

に
基
づ
き
、
国
費
を
も
っ
て
修
理
さ
れ
た
も
の
の
、
そ
れ
を
収
め
る
社
寺
の
建
物
の
復
旧
が
ま
ま

な
ら
な
か
っ
た
た
め
、
こ
れ
ら
国
宝
を
保
存
し
、
一
般
に
展
観
す
べ
く
国
宝
館
建
設
の
計
画
が
立

て
ら
れ
た
。 

本
文
中
の
「
モ
ト
ヨ
リ
本
館
ハ
、
一
小
自
治
団
体
ノ
経
営
ニ
過
ギ
マ
セ
ン
ガ
、
其
ノ
事
業
ハ
将 
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ニ
国
家
的
デ
ア
ル
ト
信
ジ
マ
ス
。
」
は
、
先
述
の
新
聞
記
事
で
も
引
用
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
に

は
清
川
町
長
の
強
い
自
負
が
伺
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
京
都
、
奈
良
以
外
に
、
同
じ

関
東
に
も
東
京
帝
室
博
物
館
（
現
東
京
国
立
博
物
館
）
が
設
置
さ
れ
て
い
る
た
め
、
鎌
倉
の
地
に

こ
れ
ら
帝
室
博
物
館
の
よ
う
な
施
設
の
誘
致
は
現
実
的
で
は
な
い
１０

。
か
と
い
っ
て
、
鎌
倉
町
の

よ
う
な
小
さ
な
自
治
体
の
財
政
力
で
は
、
建
設
で
き
る
施
設
の
規
模
に
も
限
界
が
あ
る
。
そ
の
こ

と
は
、
告
辞
の
中
で
「
博
物
館
」
で
は
な
く
、
あ
え
て
「
宝
物
館
」
の
必
要
性
を
述
べ
て
い
る
と

こ
ろ
に
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
収
蔵
品
は
中
世
鎌
倉
の
武
家
文
化
を
象
徴
す
る
、
国
宝

を
中
心
と
し
た
質
の
非
常
に
高
い
も
の
で
あ
り
、
規
模
は
小
さ
く
と
も
国
を
代
表
す
る
施
設
の
一

つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
に
「
鎌
倉
宝
物
館
」
で
は
な
く
「
鎌
倉
国
宝
館
」
と
名
付
け
ら

れ
た
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
１１

。 

 【
祝
詞
に
つ
い
て
】 

 

祝
詞
は
、
先
述
の
と
お
り
水
野
錬
太
郎
文
部
大
臣
の
代
理
と
し
て
出
席
し
た
下
村
宗
教
局
長
が

代
読
し
た
も
の
で
あ
る
。 

法
量
は
縦
十
九
・
四
㎝
、
全
長
一
八
〇
・
三
㎝
、
紙
数
は
四
紙
で
一
紙
目
は
四
十
八
・
七
㎝
、

二
紙
目
と
三
紙
目
は
五
十
一
・
六
㎝
、
四
紙
目
は
二
十
八
・
七
㎝
で
あ
る
。
一
紙
目
か
ら
三
紙
目

の
左
端
一
㎜
を
上
に
し
て
糊
付
け
し
て
い
る
。
折
幅
は
八
・
四
㎝
で
、
二
十
四
に
折
り
込
ま
れ
て

い
る
。 

 

祝
詞 

 
 

 

夫
レ
鎌
倉
ノ
地
ハ
、
中
世
覇
府
ノ
コ
コ
ニ
開
カ
レ
シ
以
来
、
奈
良
京
都
ニ
次
イ
デ
古
文
化
ノ

淵
叢
タ
リ
シ
コ
ト
ハ
謂
フ
ヲ
須
ヒ
サ
ル
所
ナ
リ
。
コ
コ
ヲ
以
テ
此
ノ
地
甚
ダ
史
蹟
ニ
富
ミ
、

マ
タ
古
社
旧
寺
随
所
ニ
遺
存
ス
。
而
シ
テ
是
等
ノ
社
寺
孰
レ
モ
此
ノ
古
文
化
ノ
象
徴
ト
モ
言

フ
ベ
キ
幾
多
ノ
什
宝
ト
文
献
ト
ヲ
蔵
シ
、
其
ノ
国
宝
ニ
指
定
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
数
十
点
ニ
及

ブ
。
而
モ
、
其
ノ
地
ノ
古
ク
シ
テ
星
霜
ヲ
経
ル
コ
ト
多
キ
古
態
ノ
変
遷
ニ
伴
ヒ
、
旧
物
ノ
湮

滅
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
現
ニ
先
年
関
東
大
震
災
ノ
勃
発
ス
ル
ヤ
、
此
ノ
地
マ
タ
其
ノ
渦

中
ニ
在
リ
、
被
害
ノ
甚
大
ナ
リ
シ
ハ
未
ダ
人
目
ニ
新
ナ
ル
所
ナ
リ
。
鎌
倉
町
コ
コ
ニ
見
ル
所

ア
リ
。
唯
ニ
是
等
霊
宝
ヲ
現
状
ニ
維
持
ス
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
之
ヲ
永
久
ニ
保
存
ス
ヘ
キ
途
ヲ

講
セ
ン
コ
ト
ヲ
志
シ
、
神
奈
川
県
当
局
並
ニ
知
名
有
識
ノ
士
ノ
賛
助
ヲ
得
、
堅
固
耐
久
ノ
宝

物
館
建
設
ノ
議
ヲ
樹
テ
、
政
府
亦
其
ノ
挙
ヲ
喜
ン
デ
補
助
ヲ
ナ
セ
リ
。
此
ノ
如
ク
ニ
シ
テ
茲

ニ
鎌
倉
国
宝
館
ノ
竣
功
ヲ
見
ル
。
其
ノ
施
設
ノ
完
備
ト
地
利
ノ
好
適
ト
ニ
因
リ
、
ヨ
ク
古
文

物
維
持
保
存
ノ
実
績
ヲ
挙
ク
ル
ヲ
得
テ
、
国
家
文
運
ノ
進
展
ニ
貢
献
ス
ル
所
甚
大
ナ
ル
モ
ノ

ア
ル
ヲ
疑
ハ
ス
。
而
モ
公
立
国
宝
館
ノ
運
営
ニ
付
テ
ハ
、
周
到
ノ
注
意
ト
真
摯
ノ
研
鑚
ト
ヲ

要
ス
ヘ
キ
ヲ
以
テ
当
事
者
諸
氏
励
精
努
力
シ
、
以
テ
本
館
設
立
ノ
趣
旨
ヲ
全
ウ
セ
ラ
レ
ン
コ

ト
ヲ
希
フ
。
一
言
ヲ
陳
ヘ
テ
祝
詞
ニ
代
フ
。 

 

昭
和
三
年
四
月
三
日 

 

文
部
大
臣
水
野
錬
太
郎 

 

祝
詞
で
は
ま
ず
、
鎌
倉
が
奈
良
、
京
都
に
次
ぐ
古
文
化
の
淵
叢
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

告
辞
で
も
触
れ
た
と
お
り
、
こ
の
頃
に
は
既
に
、
い
ず
れ
も
明
治
時
代
に
設
立
さ
れ
た
博
物
館
で

あ
る
、
東
京
、
奈
良
の
帝
室
博
物
館
と
京
都
の
恩
賜
京
都
博
物
館
が
存
在
し
て
い
た
。
中
で
も
京

都
、
奈
良
の
博
物
館
は
、
天
皇
中
心
の
古
代
文
化
を
紹
介
す
る
施
設
で
あ
っ
た
１２

。 

こ
の
よ
う
に
、
明
治
以
降
、
政
府
は
天
皇
中
心
の
中
央
集
権
国
家
を
目
指
し
、
帝
室
博
物
館
で

は
古
代
の
公
家
文
化
の
保
護
と
普
及
に
努
め
て
き
た
。
し
か
し
国
宝
館
の
開
館
式
に
お
い
て
、
時

の
文
部
大
臣
が
鎌
倉
を
奈
良
、
京
都
に
次
ぐ
日
本
の
古
文
化
の
中
心
地
で
あ
る
と
明
言
し
、
武
家

に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
中
世
鎌
倉
文
化
の
価
値
に
言
及
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
、
国

宝
館
を
「
国
家
文
運
ノ
進
展
ニ
貢
献
ス
ル
所
甚
大
」
と
評
価
し
、
「
公
立
国
宝
館
ノ
運
営
ニ
付
テ

ハ
、
周
到
ノ
注
意
ト
真
摯
ノ
研
鑚
ト
ヲ
要
ス
」
と
の
言
葉
が
続
く
。
社
寺
の
宝
物
館
で
は
な
い
、

自
治
体
が
運
営
す
る
公
立
の
鎌
倉
国
宝
館
に
対
し
、
国
宝
を
保
存
、
展
示
す
る
施
設
と
し
て
政
府

が
大
き
な
期
待
を
か
け
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
１３

。
な
お
、
太
平
洋
戦
争
中
に
文
部
省
が
主
催

し
た
「
国
宝
関
係
博
物
館
事
務
協
議
会
」
に
お
い
て
、
戦
時
下
の
文
化
財
の
防
護
対
策
等
が
協
議

さ
れ
た
が
、
そ
の
時
、
東
京
帝
室
博
物
館
、
奈
良
帝
室
博
物
館
、
恩
賜
京
都
博
物
館
、
靖
国
神
社 
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附
属
就
館
、
大
阪
市
立
美
術
館
の
五
館
と
並
び
、
鎌
倉
国
宝
館
も
当
協
議
会
へ
の
出
席
を
要
請
さ

れ
て
い
る
１４

。 
 

さ
て
、
祝
詞
で
は
、
鎌
倉
の
社
寺
に
は
、
こ
の
古
文
化
の
象
徴
と
も
言
う
べ
き
多
く
の
什
宝
や

文
献
が
所
蔵
さ
れ
、
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
も
の
は
数
十
点
に
及
ぶ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
い
う
国

宝
は
、
古
社
寺
保
存
法
に
基
づ
い
て
指
定
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
の
文
化
財
保
護
法
に
よ
る
国
宝

と
区
別
す
る
た
め
に
「
旧
国
宝
」
と
呼
ば
れ
る
。
国
宝
館
開
館
前
年
の
昭
和
二
年
当
時
の
鎌
倉
郡

に
は
、
七
十
九
件
二
二
四
点
の
国
宝
指
定
品
が
あ
り
１５

、
実
際
は
数
十
点
ど
こ
ろ
か
二
百
点
を
超

え
て
い
た
１６

。
な
お
、
開
館
当
初
に
作
成
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
「
鎌
倉
國
寶
館
出
陳
目
録
」
に
記

載
さ
れ
て
い
る
国
宝
の
数
は
九
十
二
点
で
あ
り
、
鎌
倉
郡
に
あ
る
国
宝
の
実
に
四
割
が
国
宝
館
に

収
蔵
、
展
示
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

 【
祝
辞
に
つ
い
て
】 

 

祝
辞
は
、
鶴
岡
八
幡
宮
司
で
あ
っ
た
秋
岡
保
治
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。 

法
量
は
縦
十
九
・
四
㎝
、
全
長
一
六
一
・
三
㎝
、
紙
数
は
四
紙
で
一
紙
目
は
五
十
一
・
三
㎝
、

二
紙
目
と
三
紙
目
は
五
十
一
・
四
㎝
、
四
紙
目
は
七
・
五
㎝
で
あ
る
。
一
紙
目
か
ら
三
紙
目
の
左

端
一
㎜
を
上
に
し
て
糊
付
け
し
て
い
る
。
折
幅
は
七
・
六
㎝
で
、
二
十
三
に
折
り
込
ま
れ
て
い
る
。

一
紙
目
の
裏
に
「
祝
辞
」
の
文
字
が
あ
り
、
折
り
込
ん
だ
際
に
表
紙
と
な
る
。 

 

祝
辞 

 

吾
等
ガ
日
夕
翹
望
セ
ル
国
宝
館
ノ
創
設
、
一
歳
ノ
努
力
空
シ
カ
ラ
ズ
、
今
完
ク
其
ノ
工
ヲ
了

ヘ
、
本
日
ヲ
以
テ
開
館
ノ
式
ヲ
挙
ゲ
ラ
ル
吾
等
ハ
、
茲
ニ
満
腔
ノ
赤
誠
ヲ
披
歴
シ
テ
恭
シ
ク

慶
賀
ノ
辞
ヲ
呈
ス
。 

抑
モ
象
形
美
術
ハ
没
我
入
神
ノ
三
昧
境
ニ
味
到
セ
シ
メ
、
珍
什
奇
籍
ハ
温
故
知
新
ノ
理
想
境

ヲ
開
拓
セ
シ
ム
。
宜
ナ
ル
カ
ナ
、
官
規
国
宝
ヲ
指
定
シ
テ
、
之
ヲ
永
世
ニ
伝
ヘ
ン
ト
ス
ル
事

ヤ
、
今
吾
等
ガ
敬
愛
セ
ル
鎌
倉
町
当
局
并
ニ
有
志
諸
賢
、
夫
レ
或
ハ
茲
ニ
見
ル
所
ア
ル
カ
、

各
所
ニ
散
在
セ
ル
国
宝
ヲ
蒐
集
シ
、
之
ヲ
一
大
殿
宇
ニ
整
斉
シ
、
遍
ク
内
外
人
士
等
ヲ
シ
テ

本
邦
文
化
ノ
精
華
、
史
実
等
ヲ
体
得
セ
シ
メ
、
以
テ
光
輝
ア
ル
国
史
ノ
顕
揚
ニ
資
シ
、
更
ニ

進
ン
デ
審
美
、
温
知
ノ
絶
対
境
ニ
到
達
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
。
是
レ
吾
等
ガ
欣
喜
措
ク
能
ハ
ザ

ル
所
以
ノ
第
一
ナ
リ
。 

次
ニ
、
当
地
ハ
彼
ノ
哲
人
政
治
ノ
創
始
者
源
頼
朝
公
ガ
開
創
ニ
カ
カ
リ
、
国
史
上
一
期
ヲ
画

セ
ル
鎌
倉
文
化
発
祥
ノ
霊
場
タ
リ
。
而
カ
モ
、
今
茲
ニ
雄
健
古
今
ニ
独
歩
セ
ル
鎌
府
芸
術
ヲ

展
開
シ
、
其
ノ
特
有
ノ
文
化
ヲ
天
下
ニ
周
知
セ
シ
メ
ン
ト
欲
ス
ル
ハ
、
本
邦
文
化
教
育
上
、

多
大
ナ
ル
貢
献
ヲ
齎
ス
ト
共
ニ
、
当
町
興
隆
の
一
大
根
源
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ナ
リ
ト
信
ズ
。
是
レ

吾
人
ガ
欣
喜
措
ク
能
ハ
ザ
ル
所
以
ノ
第
二
ナ
リ
。 

 

若
シ
夫
レ
輪
奐
之
ノ
南
都
正
倉
院
ニ
採
リ
、
茲
ニ
所
謂
関
東
奈
良
ヲ
彷
彿
セ
シ
メ
タ
ル
。
更

ニ
又
国
宝
ノ
修
理
、
保
存
共
ニ
完
備
セ
ル
等
ニ
至
リ
テ
ハ
、
其
ノ
高
見
嘆
称
措
ク
能
ハ
ザ
ル

所
、
真
ニ
国
宝
館
ノ
名
ニ
背
カ
ザ
ル
モ
ノ
ト
イ
フ
ベ
キ
ナ
リ
。
是
レ
吾
等
ガ
欣
喜
措
ク
能
ハ

ザ
ル
所
以
ノ
第
三
ト
ス
。 

以
上
、
聊
カ
蕪
辞
ヲ
開
陳
シ
テ
祝
賀
ノ
意
ヲ
表
シ
、
併
セ
テ
将
来
堅
実
ナ
ル
発
展
ヲ
翼
フ
。 

 

昭
和
三
年
四
月
三
日 

 
 

秋
岡
保
治 

  

秋
岡
宮
司
は
、
鎌
倉
の
各
地
に
散
在
し
て
い
る
国
宝
を
蒐
集
し
、
一
大
殿
宇
に
お
い
て
展
観
し
、

多
く
の
人
々
に
我
が
国
の
文
化
や
歴
史
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
は
、
国
史
の
顕
揚
に
資
す
る
と
述
べ

て
い
る
。
古
社
寺
保
存
法
で
は
、
社
寺
の
建
造
物
や
宝
物
類
の
中
か
ら
、
歴
史
の
象
徴
ま
た
は
美

術
の
模
範
と
な
る
も
の
を
「
特
別
保
護
建
造
物
」
ま
た
は
「
国
宝
」
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
と
し

て
お
り
、
こ
の
秋
岡
宮
司
の
発
言
を
裏
付
け
る
も
の
と
い
え
る
１７

。 
古
社
寺
保
存
法
が
制
定
さ
れ
、
国
宝
が
誕
生
し
た
明
治
三
十
年
（
一
八
九
七
）
か
ら
、
国
宝
館

が
開
館
し
た
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
ま
で
の
三
十
一
年
の
間
で
、
徐
々
に
国
宝
と
い
う
言
葉
が

国
内
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
頃
の
国
民
の
国
宝
に
対
す
る
認
識
が
垣
間
見
る
こ
と

の
で
き
る
一
例
を
挙
げ
る
。 

愛
媛
県
の
大
山
祇
神
社
に
は
、
大
正
十
五
年
（
一
九
二
六
）
に
設
立
さ
れ
た
大
山
祇
神
社
国
宝 
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館
が
あ
り
、
現
在
で
も
国
内
で
国
宝
、
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
甲
冑
、
鎧
、
刀
剣
等
武

具
の
大
多
数
を
収
蔵
し
て
い
る
。 

『
大
山
祇
神
社
略
誌
』
１８

に
よ
れ
ば
、
国
宝
館
設
立
前
の
宝
物
庫
は
規
模
狭
小
で
設
備
も
不
完 

全
で
あ
り
、
も
し
火
災
が
起
こ
れ
ば
ひ
と
た
ま
り
も
な
い
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
古
社

寺
保
存
法
の
制
定
に
よ
り
、
国
宝
の
鎧
が
修
理
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か
け
で
、
そ
れ
ら
の
公
開
を

望
む
声
も
高
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
幾
多
の
曲
折
を
経
て
国
宝
保
存
会
な
る
組
織
が
結
成
さ
れ
て

国
宝
館
の
建
設
事
業
に
あ
た
る
こ
と
と
な
り
、
大
正
十
四
年
の
九
月
に
起
工
式
が
、
翌
十
五
年
六

月
に
竣
工
式
が
行
わ
れ
た
と
い
う
。 

な
お
、
『
大
山
祇
神
社
略
誌
』
で
は
、
俳
人
の
河
東
碧
悟
桐
が
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
） 

十
一
月
十
二
日
に
宝
物
庫
を
訪
れ
た
時
の
言
葉
を
引
い
て
い
る
１９

。 

 

十
一
月
十
二
日
。
半
晴
、
風
あ
り
。 

 
 

（
中
略
）
こ
ん
な
鼠
の
巣
の
や
う
な
処
に
（
刀
剣
を
）
錆
び
ら
か
し
て
お
く
と
い
ふ
こ
と
が
、 

全
体
あ
り
得
べ
き
道
理
の
も
の
で
な
い
、
と
滔
々
と
し
て
弁
ず
る
。
国
宝
選
定
方
法
に
幾
分 

不
満
を
抱
い
て
を
る
我
等
で
も
、
国
家
の
珍
宝
を
か
か
る
ガ
ラ
ク
タ
同
様
に
放
置
し
て
顧
み 

ぬ
と
い
ふ
こ
と
は
、
国
家
の
恥
辱
で
も
あ
り
、
又
た
損
で
あ
る
と
思
ふ
。
（
新
た
な
宝
物
館 

建
設
に
か
か
る
経
費
は
）
僅
に
三
万
四
万
の
金
で
あ
る
。
飛
行
機
も
作
ら
ね
ば
な
る
ま
い
が
、 

建
国
精
神
の
象
徴
と
も
見
る
べ
き
重
代
の
宝
物
は
ど
う
な
っ
て
も
よ
い
と
い
ふ
こ
と
は
な

い
。
已
に
国
宝
と
し
て
、
其
保
存
な
り
修
繕
な
り
に
多
少
の
補
助
を
与
ふ
る
以
上
、
之
を
適 

当
の
場
所
に
陳
列
し
て
、
普
く
公
衆
の
観
覧
に
供
す
る
必
要
は
多
言
を
費
す
ま
で
も
な
い
。 

陳
列
館
建
築
の
こ
と
も
こ
の
神
社
の
事
業
と
す
る
よ
り
も
、
須
ら
く
国
家
事
業
と
し
て
経
営 

す
べ
き
で
あ
る
、
と
吾
輩
も
気
焔
を
揚
げ
る
。 

（
カ
ッ
コ
書
き
筆
者
。
以
下
省
略
） 

 

  

こ
の
河
東
の
「
国
宝
を
ガ
ラ
ク
タ
同
様
に
放
置
す
る
こ
と
は
国
家
の
恥
辱
」
、
「
建
国
精
神
の

象
徴
と
し
て
の
国
宝
」
、
そ
し
て
「
陳
列
館
（
国
宝
館
）
の
建
設
は
国
家
事
業
」
と
す
べ
き
で
あ

る
と
い
っ
た
発
言
は
、
こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
告
辞
、
祝
詞
、
祝
辞
の
内
容
に
も
通
じ
、
関
係

者
に
と
っ
て
、
鎌
倉
の
地
に
国
宝
館
が
開
館
す
る
こ
と
へ
の
喜
び
と
期
待
が
い
か
に
大
き
か
っ
た

か
を
改
め
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

続
い
て
秋
岡
宮
司
は
、
鎌
倉
を
日
本
史
上
で
一
時
代
を
画
し
た
鎌
倉
文
化
発
祥
の
地
と
し
て
い

る
。
そ
し
て
、
こ
の
特
有
の
鎌
倉
文
化
を
天
下
に
周
知
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
文
化

教
育
に
多
大
な
貢
献
を
す
る
と
と
も
に
、
鎌
倉
町
興
隆
の
一
大
根
源
と
な
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
鎌
倉
の
文
化
を
特
有
の
も
の
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
政
府
も
同
様
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
先
述
の
国
宝
関
係
博
物
館
事
務
協
議
会
に
つ
い
て
、
昭
和
十
七
年
二
月
十
六
日
に

開
催
さ
れ
た
会
議
の
復
命
書
（
国
宝
館
の
相
澤
善
三
主
事
が
作
成
）
で
は
、
各
館
所
有
の
国
宝
に

つ
い
て
、
昭
和
十
七
年
度
に
お
け
る
他
館
と
の
交
流
点
数
と
、
新
た
に
出
陳
命
令
さ
れ
る
も
の
の

点
数
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
国
宝
館
に
つ
い
て
は
、
「
鎌
倉
地
方
特
殊
ノ
存
在
ト
シ
、
又

経
費
ト
係
員
ト
現
状
ニ
ヨ
リ
交
流
及
新
命
令
ヲ
ナ
サ
ズ
、
現
状
ノ
マ
マ
ト
ス
。
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
後
半
の
文
言
に
つ
い
て
は
、
他
の
五
館
よ
り
国
宝
館
の
財
政
力
が
弱
く
、
職
員
数
も
少
な
い

な
ど
不
利
な
状
況
に
あ
る
こ
と
か
ら
考
慮
す
る
と
い
う
意
味
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
冒
頭
の
「
鎌

倉
地
方
特
殊
ノ
存
在
ト
シ
」
に
つ
い
て
は
、
国
宝
館
が
所
蔵
す
る
国
宝
が
、
源
頼
朝
に
よ
る
中
世

武
家
政
権
の
発
祥
地
で
あ
る
鎌
倉
に
伝
わ
っ
て
来
た
武
家
文
化
を
象
徴
す
る
宝
物
類
で
あ
り
、
戦

時
下
に
お
い
て
現
地
、
つ
ま
り
鶴
岡
八
幡
宮
境
内
に
所
在
す
る
国
宝
館
で
展
観
す
る
こ
と
に
価
値

の
あ
る
、
全
国
的
に
も
特
殊
な
存
在
と
認
識
さ
れ
て
い
た
た
め
、
他
館
に
出
陳
す
る
こ
と
が
見
送

ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

【
お
わ
り
に
】 

鎌
倉
国
宝
館
の
開
館
式
は
、
町
立
の
博
物
館
な
が
ら
大
臣
の
代
理
者
を
は
じ
め
、
約
五
百
名
が

列
席
し
た
盛
大
な
も
の
で
あ
っ
た
。
今
回
紹
介
し
た
、
そ
の
開
館
式
に
関
連
す
る
三
通
の
史
料
を

通
し
て
、
国
宝
館
が
単
な
る
一
公
立
博
物
館
で
は
な
く
、
古
代
王
朝
文
化
を
扱
う
奈
良
、
京
都
の

博
物
館
と
は
一
線
を
画
す
、
中
世
武
家
文
化
の
セ
ン
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
担
う
こ
と
を
期
待
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
伺
い
知
れ
る
。 

ま
た
、
秋
岡
宮
司
の
祝
辞
に
お
い
て
、
国
宝
館
が
国
宝
の
修
理
と
保
存
設
備
が
完
備
し
て
い
る

旨
の
記
述
が
あ
っ
た
と
お
り
、
開
館
に
あ
た
っ
て
修
理
室
が
設
け
ら
れ
、
国
宝
等
の
修
理
を
進
め 
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こ
と
と
な
っ
た
。
国
宝
を
は
じ
め
と
す
る
社
寺
の
宝
物
類
の
保
管
、
展
示
に
留
ま
ら
ず
、
そ
の
修

理
事
業
も
担
っ
て
お
り
、
鎌
倉
町
に
と
っ
て
、
国
宝
館
は
震
災
復
興
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
で
も
あ

っ
た
。 

昭
和
三
年
三
月
二
日
の
毎
日
新
聞
の
記
事
に
は
、
「
国
宝
館
付
属
文
部
省
指
定
国
宝
修
理
所
が

国
宝
館
開
館
と
同
日
付
け
で
開
所
」
と
あ
る
。
関
東
大
震
災
後
、
鶴
岡
八
幡
宮
、
そ
の
後
宝
戒
寺

境
内
に
奈
良
美
術
院
の
修
理
工
房
が
設
置
さ
れ
た
が
２０

、
こ
の
記
事
か
ら
、
国
宝
館
の
修
理
室
は
、

館
独
自
で
は
な
く
文
部
省
の
要
請
を
受
け
て
設
置
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
、
美
術
院
の
工
房
と
国

宝
等
修
理
事
業
を
分
担
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

令
和
四
年
（
二
〇
二
三
）
に
は
関
東
大
震
災
百
周
年
を
迎
え
る
が
、
今
後
、
国
宝
館
の
修
理
工

房
と
し
て
の
機
能
に
つ
い
て
も
調
査
を
進
め
て
い
き
た
い
。 

  

１ 

本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
、
『
鎌
倉
国
宝
館
四
十
年
略
史
』
（
一
九
六
九
）
の
ほ
か
、
左
記
を
参
照
し
た
。 

・
長
江
弘
晃
「
「
上
野
博
物
館
開
館
式
祝
辞
及
び
奉
答
文
」
並
解
題
」
（
『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
・
教
育
制
度
研

究
所
紀
要
』
第
十
七
号 

一
九
八
六
年
） 

・
石
山
洋
「
源
流
か
ら
辿
る
近
代
図
書
館
２３ 

帝
国
図
書
館
開
館
式
と
全
国
図
書
館
員
大
会
の
開
催
」
（
『
日
本
古
書

通
信
』
第
八
八
〇
号 

二
〇
〇
二
年
十
一
月
） 

・
吉
川
慧
「
資
料
紹
介
「
髙
野
山
圖
書
館
開
館
之
辭
」
（
『
高
野
山
大
学
図
書
館
紀
要
』
第
一
号 
二
〇
一
七
年
） 

２ 

『
庶
務
日
誌
』
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
総
論 

～
戦
時
下
の
鎌
倉
国
宝
館
～
」
（
鎌
倉
国
宝
館
特
別
展
「
開
館
９０
周
年 

記
念 

鎌
倉
国
宝
館
１
９
３
７-

１
９
４
５ 
―

戦
時
下
の
博
物
館
と
守
り
抜
か
れ
た
名
宝―

」
図
録 

二
〇
一
八
年
） 

参
照
。 

３ 
 

神
奈
川
県
立
師
範
学
校
は
、
正
確
に
は
神
奈
川
県
師
範
学
校
で
、
現
在
、
そ
の
跡
地
に
は
横
浜
国
立
大
学
教
育
学
部
附

属
鎌
倉
小
・
中
学
校
が
立
地
し
て
い
る
。
会
場
と
な
っ
た
講
堂
は
、
落
成
間
も
な
い
新
し
い
施
設
で
あ
っ
た
。
『
創
立

六
十
年
記
念
誌 

神
奈
川
縣
師
範
學
校
』
（
一
九
三
五
年
）
参
照
。 

４ 

原
文
は
人
数
が
空
欄
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
『
庶
務
日
誌
』
に
は
、
三
月
十
七
日
に
清
川
来
吉
鎌
倉
町
長
と
荒
川
巳
次 

館
長
（
就
任
予
定
）
が
来
館
し
、
招
待
客
の
相
談
を
し
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
三
月
二
十
六
日
に
は
、
職 

員
の
渡
辺
幹
書
記
が
神
奈
川
県
庁
、
文
部
省
そ
し
て
内
務
省
へ
出
張
し
て
お
り
、
恐
ら
く
開
館
式
に
向
け
た
最
終
の
打
ち 

合
わ
せ
を
行
っ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。 

５ 

横
浜
貿
易
新
報
及
び
毎
日
新
聞
の
四
月
三
日
の
記
事
に
は
、
来
賓
と
し
て
鈴
木
喜
三
郎
内
務
大
臣
の
名
前
が
挙
げ
ら
れ
て 

い
る
。
し
か
し
実
際
に
出
席
し
た
の
は
、
内
務
省
が
所
管
し
て
い
た
史
蹟
名
勝
天
然
紀
念
物
調
査
会
の
柴
田
常
恵
考
査
官 

（
員
）
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

６ 

拙
稿
「
コ
ラ
ム 

鶴
岡
八
幡
宮
に
お
け
る
鎌
倉
国
宝
館
の
建
築
」
（
鎌
倉
国
宝
館
特
別
展
「
国
宝 

鶴
岡
八
幡
宮
古
神
宝
」 

図
録 

二
〇
二
一
年
） 

７ 

『
庶
務
日
誌
』
に
は
、
三
月
十
八
日
に
「
文
部
省
ヨ
リ
萩
野
博
士
来
館
サ
レ
陳
列
品
ノ
審
査
ヲ
ナ
ス
」
と
あ
る
。 

８ 
 

拙
稿
「
総
論 

『
鎌
倉
国
宝
館
庶
務
日
誌
』
に
見
る
鎌
倉
国
宝
館
の
黎
明
期
」
（
鎌
倉
国
宝
館
特
別
展
「
生
誕
１５０
年
記 

念 

間
島
弟
彦
と
黎
明
期
の
鎌
倉
国
宝
館 

―

そ
の
知
ら
れ
ざ
る
物
語―

」
図
録 

二
〇
二
一
年
） 

９ 
 

荒
川
館
長
は
、
鎌
倉
同
人
会
の
第
二
代
理
事
長
で
あ
っ
た
が
、
国
宝
館
の
初
代
館
長
に
就
任
す
る
た
め
、
昭
和
三
年
一 

月
に
理
事
長
を
退
任
し
て
い
る
。 

１０ 

昭
和
十
六
年
二
月
二
十
七
日
の
報
知
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
開
館
後
、
赤
字
経
営
に
な
っ
た
際
に
は
、
国
宝
館
を
東
京
帝 

室
博
物
館
へ
寄
付
し
、
同
館
の
附
属
館
と
し
て
経
営
す
る
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
。
経
過
の 

詳
細
に
つ
い
て
は
調
査
を
進
め
た
い
。 

１１ 

拙
稿
「
コ
ラ
ム 

古
社
寺
保
存
法
と
鎌
倉
国
宝
館
」
（
鎌
倉
国
宝
館
特
別
展
「
鎌
倉
市
制
施
行
８０
周
年
記
念 

名
宝
巡 

礼 
―

古
都
鎌
倉
の
祈
り
の
か
た
ち―

」
図
録 

二
〇
一
九
年
）  

１２  

鎌
倉
国
宝
館
開
館
９０
周
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
鎌
倉
国
宝
館
９０
年
の
歩
み
と
そ
の
未
来
」
」
（
『
鎌
倉
市
教
育
委
員 

会
文
化
財
部
調
査
研
究
紀
要
』
第
二
号 

二
〇
二
〇
年
） 

１３  

本
文
中
に
、
国
宝
館
の
建
設
に
対
し
て
政
府
が
喜
ん
で
補
助
し
た
と
の
記
述
が
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
二
万
円
の
補
助 

金
を
支
出
し
て
い
る
。 

１４  

注
２
前
掲
論
文 

１５  

黒
板
勝
美
編
『
特
建
國
寶
目
録
』
（
岩
波
書
店 

一
九
二
七
年
） 

本
書
に
は
、
明
治
三
十
年
十
二
月
か
ら
昭
和
二
年
四
月
ま
で
に
指
定
さ
れ
た
国
宝
と
特
別
保
護
建
造
物
が
収
録
さ
れ
て
い

る
。 

１６ 

現
在
の
鎌
倉
市
域
の
も
の
に
加
え
て
、
横
浜
市
栄
区
の
證
菩
提
寺
が
所
蔵
す
る
重
要
文
化
財
・
木
造
阿
弥
陀
如
来
及
両
脇

侍
像
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

１７ 

注
１１
前
掲
コ
ラ
ム 

１８ 

大
山
祇
神
社
編
（
一
九
九
七
年
） 

１９ 
原
文
は
、
河
東
碧
悟
桐
『
続
三
千
里
（
下
）
』
（
講
談
社 

一
九
七
四
年
）
を
参
照
し
た
。 

２０ 

注
８
前
掲
論
文 
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